
貸借対照表

【　資産の部　】
流動資産

款 項 目 節 説明

〔流動資産〕
資産のうち、事業年度期末日の翌日から１年以内に現
金化、費用化ができるもの

現金及び預金

現金：手もとにある金銭、小切手、郵便為替貯金払出
証票、郵便為替証書等
預金：金融機関への預貯金、当座預金、普通預金、定
期預金、郵便貯金等（特定資産に属するものを除
く。）

有価証券
事業年度期末日の翌日から１年以内に満期の到来する
国債その他の債券（固定資産に属するものは除く。）

未収賦課金等

賦課金、加入金、転用決済金等土地改良法において強
制徴収権を付与されている未収金（当期において賦課
等をした未収金に限る。）
なお、地区別に賦課金額が異なる等の場合等、必要に
応じ、節に、地区名、工区名を設定する。

未収経常賦課金 ○○
未収の経常賦課金（当期において賦課したものの未収
金に限る。また、元金の支払がなされた後に確定した
未収の延滞金も含む。）

未収特別賦課金 ○○
未収の特別賦課金（当期において賦課したものの未収
金に限る。また、元金の支払がなされた後に確定した
未収の延滞金も含む。）

未収夫役現品 ○○
未収の夫役現品（当期において賦課したものの未収金
に限る。また、元金の支払がなされた後に確定した未
収の延滞金も含む。）

未収加入金 ○○
未収の加入金（当期において賦課したものの未収金に
限る。また、元金の支払がなされた後に確定した未収
の延滞金も含む。）

未収転用決済金 ○○
未収の転用決済金（当期において賦課したものの未収
金に限る。また、元金の支払がなされた後に確定した
未収の延滞金も含む。）

換地清算金未収金
土地改良区営事業において、換地清算における関係権
利者からの未収金で、換地処分公告の翌日から起算し
て１年未満のもの

その他未収金

未収負担金 ○○

当期において負担を受けるべき負担金のうち未収のも
の
なお、必要に応じて、節を設定し、事業名等に区分し
て記載する。（例示：未収維持管理事業負担金、未収
適正化事業負担金、未収建設事業負担金）

未収業務受託料 ○○

当期において支払いを受けるべき業務受託料のうち未
収のもの
なお、必要に応じて、節を設定し、事業名等に区分し
て記載する。（例示：未収維持管理事業受託料、未収
適正化事業受託料、未収建設事業受託料、未収その他
受託料）

未収補助金 ○○

当期において交付決定を受けた補助金のうち未収のも
の
なお、必要に応じて、節を設定し、事業名や国、県等
の補助金支出者に区分して記載する。（例示：未収維
持管理事業補助金、未収適正化事業補助金、未収建設
事業補助金、未収その他事業補助金）

未収交付金 ○○

当期において支払いをうけるべき交付金のうち未収の
もの
なお、必要に応じて、節を設定し、事業名、地区名等
を記載する。（例示：未収適正化事業交付金、未収そ
の他事業交付金）

未収他目的使用料 当期において未収となっている他目的使用料

別表第１（第１の５関係）

科目一覧表



未収過怠金 ○○
当期において未収となっている過怠金
なお、必要に応じて、節を設定し、具体的な名称を記
載する。（例示：未収○○地区過怠金）

前払金
購入物品又は用役代金等の前払金、国営土地改良事業
における土地改良区負担額を土地改良区が一括納付し
た場合の納付相当額等

立替金 ○○

役職員の出張旅費や交際費等で支出額や科目が確定し
ていない場合において支出した額を一時的に処理する
科目
なお、必要に応じて、目で仮払金を設定する。

貯蔵品

燃料、資材、消耗工具、事務用品等のうち、取得時に
経費又は材料費として処理されず、未使用のまま貯蔵
中のものをいい、切手、収入印紙、タクシーチケット
等の金券類を含む。（重要性の乏しいものについては
取得時に全額を費用処理することも認められる。）

その他流動資産 上記以外の流動資産

他会計貸付金
一般会計と特別会計の間に発生した貸付金のうち、返
済期限が期末日の翌日から１年以内のもの

固定資産
款 項 目 節 説明

〔固定資産〕
資産のうち、土地改良区において継続的に使用するこ
とを目的として所有するもの

基本財産
土地改良区の事業活動の遂行に不可欠なものとして定
款及び規約において基本財産と定めたもの

山林、宅地及びその従物 規約において基本財産として定めたもの

備荒積立金
災害等による減収の補填又は災害等による応急復旧事
業に充てるための積立金で、規約において基本財産の
うち基本財産積立金として定めたもの

　 事業積立金

土地改良事業（特定資産の施設更新積立資産により行
う更新等を除く。）等を行うために必要な積立金で、
規約において基本財産のうち基本財産積立金として定
めたもの

基本財産有価証券 規約において基本財産として定めた有価証券

特定資産

特定の目的のために使途、保有又は運用方法等に制約
を課した資産をいう。預金や有価証券等の金融資産に
限られず、土地改良施設や土地等も含まれる。
なお、下記以外に、具体的に必要な積立目的がある積
立金については、別途○○積立資産として科目を設定
する。

所有土地改良施設

土地改良区が所有する土地改良施設の工事費又は再調
達価格を基礎として算定された取得価額とし、減価償
却累計額を控除した額。
なお、取得価額及び減価償却累計額の一部に国庫補助
金等が含まれている場合にあっては、国庫補助金等に
ついては、別途「財務諸表に対する注記」にその内容
並びに金額を記載する。

土地改良施設用地等
土地改良区が所有する土地改良施設の用地、地上権及
び借地権等の取得価額

水利権 土地改良区が所有する水利権の設定に要した費用

受託土地改良施設使用収
益権

国、都道府県等が所有する土地改良施設（土地、地上
権及び借地権等を含む。）を土地改良区が管理受託し
ている場合における土地改良区の負担相当額
なお、減価償却累計額及び当該使用収益権に係る国庫
補助金等については、国庫補助金等については、別途
「財務諸表に対する注記」にその内容並びに金額を記
載する。

財政調整積立資産 年度間の財源不均衡の調整に充てるための積立金

職員退職給付引当積立資
産

職員の退職給付金に充当する積立金

役員退任慰労金積立資産 役員の退任慰労金に充当する積立金

転用決済金積立資産
農地の転用等による地区除外に伴う決済金で、決済が
行われた翌年度以降の土地改良事業に要する費用に充
当する積立金

施設更新積立資産
所有土地改良施設及び管理委託土地改良施設の更新費
用等に充当する積立金（基本財産の事業積立金に充て
る土地改良事業は除く。）

減債積立資産 借入金や区債などの長期負債の返済に充当する積立金



建物等更新積立資産
土地改良区の事務所等の建物等の更新費用に充当する
積立金

土地改良施設建設仮勘定

土地改良区営土地改良事業において土地改良施設が完
成する前（建設中）の土地改良区の負担相当額（工事
前払金、手付金を含む。）
なお、土地改良施設の建設に際して、一部に国庫補助
金等が含まれている場合にあっては、国庫補助金等に
ついては、別途「財務諸表に対する注記」にその内容
並びに金額を記載する。

附帯事業施設

附帯事業に係る施設の工事費又は再調達価格を基礎と
して算定された取得価額。
なお、取得価額及び減価償却累計額の一部に国庫補助
金等が含まれている場合にあっては、国庫補助金等に
ついては、別途「財務諸表に対する注記」にその内容
並びに金額を記載する。

附帯事業施設建設仮勘定
附帯事業に係る施設が完成する前の土地改良区の負担
相当額（工事前払金、手付金等を含む。）

その他固定資産 基本財産及び特定資産以外の固定資産

土地
土地改良施設用地等以外の土地改良区が所有する土地
（地上権、借地権等も含む。）

建物
土地改良区の事務所、倉庫等の建物及びその他建物附
属設備並びに構築物（土地改良施設を除く。）

建設仮勘定
土地改良施設以外の土地改良区の事務所、倉庫等の土
地改良区の負担相当額（工事前払金、手付金を含
む。）

機械及び装置

工作又は作業用の機械及び装置（器具備品を除く。）
で、減価償却累計額を控除した額。
なお、減価償却累計額については、別途「財務諸表に
対する注記」でその金額を記載する。

車両運搬具

自動車、自動二輪車等の事業の用に供される車両及び
運搬具で、減価償却累計額を控除した額。
なお、減価償却累計額については、別途「財務諸表に
対する注記」でその金額を記載する。

器具備品

測定、検査及び修理用具等工具器具並びに家具、電気
器具、事務機器及び什器等で、減価償却累計額を控除
した額。
なお、減価償却累計額については、別途「財務諸表に
対する注記」でその金額を記載する。

リース資産 ファイナンス・リース取引で借手側に生じる資産

ソフトウェア
土地改良施設の操作以外の用に供するソフトウェア
（会計ソフト等）

適正化事業拠出金
適正化事業費の事業実施年度当年度までに拠出された
もの

長期未収賦課金等 過年度分の賦課金、加入金、転用決済金等の未収金

経常賦課金 過年度（前期以前）分の長期の未収経常賦課金

特別賦課金 過年度（前期以前）分の長期の未収特別賦課金

夫役現品 過年度（前期以前）分の長期の未収の夫役現品

加入金 過年度（前期以前）分の長期の未収の負担金

転用決済金 過年度（前期以前）分の長期の未収の転用決済金

出資金
土地改良事業団体連合会、農協等の関係団体への出資
金及び有価証券のうち、流動資産の有価証券及び基本
財産の基本財産有価証券を除く国債その他の債券

差入保証金

賃借人が賃料その他の賃貸契約上の債務を担保する目
的で賃借人に対して支払われるもの等で、契約が満了
したときに原則全額が返還されるもの（敷金、保証金
等）

その他固定資産 上記以外のその他の固定資産

不納欠損引当金

長期未収賦課金等について、滞納処分を行った場合に
あっても、時効が完成するまでに、当該長期未収賦課
金等の全額を徴収することが困難である場合等の徴収
不能見込額

〔繰延資産〕

すでに対価の支払が終了し又は支払義務が確定し、そ
れに対応する役務の提供を受けたが、その効果が将来
にわたって発現される費用であり、翌事業年度以降に
わたり繰延経理された資産

土地改良区設立費 土地改良区を設立する際に要した費用



区債発行費 区債を発行する際に要した費用

【　負債の部　】
流動負債

款 項 目 節 説明

〔流動負債〕
期末日の翌日から１年以内に弁済（履行）期限が到来
する負債

未払金
請負工事費、拠出金、会費及びその他費用等の未払金
（当期に支払（納付）請求又は義務がある未払金に限
る。）

前受金

事業年度末日時点において、組合員等から翌期の賦課
金等の納入を受けているが、賦課又は納入告知等が行
われていないもの（納入期限が期末日の翌日から１年
以内のものに限る。）

預り金
当該年度に給与等の源泉所得税及び社会保険料並びに
取引上収受した預り保証金等預り金のうち１年以内に
支払又は返還予定のもの

賞与引当金 職員の賞与手当支給に備えるための引当金

短期借入金
返済期限が期末日の翌日から１年以内の借入金（返済
期限が１年以内となった長期借入金も含む。）

適正化事業拠出金短期未
払金

適正化事業拠出金のうち、事業年度の期末日の翌日か
ら１年以内のもの

未払消費税等 事業年度の末日における未納付の消費税等

リース債務
ファイナンス・リース取引により購入したリース物件
の代金（リース料の総額）の未払金

換地清算金未払金
土地改良区営事業において、換地処分公告後、関係権
利者に支払うべき換地清算金（支払の予定が期末日の
翌日から１年以内のものに限る。）

換地清算金預り金 ○○

国営又は都道府県営土地改良事業において、換地処分
公告後、国等から預かっている又は組合員から預かっ
ている換地清算金や、創設換地取得者等から換地処分
公告日以前に受領した換地清算金相当額（支払の予定
が期末日の翌日から１年以内のものに限る。）
なお、必要に応じ、目を設定し、支払先の名称等を記
載する。

その他流動負債 上記以外のその他の流動負債

他会計借入金 ○○
一般会計と特別会計の間に発生した借入金のうち、返
済期限が期末日の翌日から１年以内のもの

固定負債

款 項 目 節

〔固定負債〕

公庫資金等長期借入金 ○○

土地改良事業に係る日本政策金融公庫等からの借入金
で、返済期限が事業年度の期末日の翌日から１年を超
えるもの
なお、必要に応じ、目を設定し、地区名、施設名等を
記載する。

その他の長期借入金 ○○

土地改良区運営費等に係る公庫以外のその他金融機関
からの借入金で、返済期限が事業年度の期末日の翌日
から１年を超えるもの
なお、必要に応じ、目を設定し、金融機関名を記載す
る。

区債
土地改良区の区債で、返済期限が事業年度の期末日の
翌日から１年を超えるもの

適正化事業拠出金長期未
払金

○○

適正化事業拠出金のうち、事業年度の期末日の翌日か
ら１年を超えるもの
なお、必要に応じて、目を設定し、地区名を記載す
る。

職員退職給付引当金 職員の退職給付に備えるための引当金

役員退任慰労引当金
役員退任慰労に備えるための引当金（当該引当金に係
る規程において明記されたものに限る。）

長期未払金
過年度分の各種負担金、各種分担金、各種使用料、委
託料等の未払金で、弁済（履行）期限から１年を超え
るもの

その他固定負債 上記以外のその他の固定負債



款 項 目 節 説明

〔指定正味財産〕

受取補助金等
国や都道府県等から受領した補助金、交付金、助成金
なお、必要に応じて、節を設定し、地区名、事業名、
施設名等を記載する。

受取補助金 ○○

受取交付金 ○○

受取助成金 ○○

所有土地改良施設受贈益
土地改良区が、国又は都道府県等から、土地改良施設
の譲与を受けた場合の受入額

土地改良施設用地等受贈
益

土地改良区が土地改良事業を行うに際して、土地改良
施設用地等として寄付者等から贈与を受けた土地で
あって、寄付者により、その使途、処分等に制約が課
されている資産の受入額
（土地改良区が、国又は都道府県等から、土地の譲与
を受けた場合の受入額も含む。）

有価証券受贈益
土地改良区が、その使途、処分等に制約が課されてい
る有価証券の贈与等を受けた場合の受入額

受取寄付金
土地改良区が、寄付者により、その使途、処分等に制
約が課されている資金の受入額

（うち基本財産への充当
額）

指定正味財産合計のうち基本財産への充当額

（うち特定資産への充当
額）

指定正味財産合計のうち特定資産への充当額

〔一般正味財産〕 正味財産から指定正味財産を控除した額

（うち基本財産への充当
額）

一般正味財産合計のうち基本財産への充当額

（うち特定資産への充当
額）

一般正味財産合計のうち特定資産への充当額

【　正味財産の部　】


